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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　Recently it is very important for sport movement to assert one's rights to learn in

pyhsical activity and sport and to realize them. And without establishing ａ system of

the self-directed learning and the selfeducation, the movement will not protect such

rights. So this study is to investigate the contents and the natures of the rights. The

rights as referred are summarized as follows ；

　(1)･First right is to include the learning contents in physical activity and ｓｐｏ比To

put it in the concrete they are the sports skills, ａ recognition of the skills and ａ

management of the learning group, and ａ understanding of physical activity and sport

as social phenomena.

　(2) Next right is to demand ａ preparedness of the equipments, coaches and teachers

in physical activity and sport.　This right is exercised by their parents and teachers

in place of learners.

　(3)Ｔｈｅlast one is ａ right to build his character for himself with acquiring the skills

and the understanding･

　1.はじめに

　今日の国民のスポーツ要求・志向は，各種世

論調査を例に出すまでもなく，依然として高い

水準を示しかつ多様なものになってきている。

そして，その要求と国のスポーツ政策・制度の

遅れ，とりわけ公共スポーツ施設・指導員の絶

対的不足との矛盾はさらに激化しており，その

間隙を抜って商業主義的スポーツは興盛の一途

をたどっている。このような状況下において，

スポーツを人間の権利として自覚しつつある国

民のスポーツ運動は，当然，スポーツを行う上

での客観的諸条件の整備二国のスポーツ政策・

制度の転換という課題に直面せざるを得ない

かに同時に，国民がスポニツを自らのものとし

てそのスポーツ要求を充足させるためには，自

らのスポーツ（活動）そのものの内実とスポー

ツを行う上での諸能力や教養の中味，さらには

その自己形成過程を問い直すことが求められて

いる。

　なぜならば，まず第一に，今日のスポーツ要
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求の質自体が，単にスポーツをやってそこそこ

楽しめばよいというものから，より高度な技術

を身につけてうまくなること，そのことによっ

てより高い人間的な歓びを追求したいというも

のへ変化しつつあるからであるノすなわち，よ

り高い次元でスポーツの技術と感動を統一的に

享受できる能力の獲得を国民自らが求めている

からである。第二に，スポーツ産業の興盛，商

業主義的なスポーツの蔓延の中で＼「基幹的スポ

ーツ手段のスポーツ産業資本による占有をつう

じて，スポーツ主体が消費の対象として客体

化＝ゲスト主義化され，文化内容としての創造

性・連帯性，文化形態としての組織性・自律既

をも喪失させてしまうこと丿）が危具されてい

るように，本来，人間の能動的・主体的な営み

であるはずのスポーツがその本来の姿を失いつ

つあり，スポーツ集団j･組織の自治能力が衰退，

未確立の状態が進行しつつあるからである。第

三に，先にも少し触れたが，今日のスポーツ政

策は一貫して公的援助の削減，国民への受益者

負担の押し付けを推進しており，政府はこの政

策の隠ぺいに終始する一方で，スポーツを新た

な国民的統合の手段や地域支配の道具としよう

としているのであるが，これらのスポーツ政策

の根本的転換を可能とするための国民の主体的

力量＝社会的統治能力の形成，成熟が待望され

るからである。

　かつて堀尾輝久は，大衆教育という点から義

務教育の普及について論ずる中で,「義務教育の

普及と教育年限の延長は文化の〈大衆化〉を促

したが，同時にそれは，新しい種類の文盲（政

治的文盲）の大量創出と表裏一体の関係にあり，

そのことによって，現代の政治支配が可能にな

っているという事実を見逃してはなるまい」2）

と指摘したが，今日のスポーツの大衆化が，新

たな゛゛スポーツ的文盲”の誕生と今日の政治支

配を可能とする政治的文盲の創出に手を貸さぬ

ためにも，スポーツ（活動）における国民の自

律的で主体的な能力や教養の中味，その自己形

成のプログラムと実践的プロセスが問われてい

るのである。

　さて，その問題は具体的には，体育・スポー

ツにおいて国民が何を学習してどの様な能力と

教養を身につ廿なければならないかということ

であり，その/自己形成過程の国民的プログラム

をいかに立案す:るのか，いかにすればそれを実

現できるのかlということである。そのためには

まず，スポーツを国民の側から捉え直すこと，

すなわち国民の基本的権利としてスポーツを捉

えること，七丿わけ学習する権利の一つとして

スポーツを捉え直すことが重要になってくる。

同時に，学校や地域社会のあらゆるスポーツ活

動において学習されるべき中味の明確化とそれ

を保障する教育的・社会的システムの体系を確

立することが不可欠であろう。＼

　本研究は,<上述め課題解決の理論的枠組みを

学習権とスポヤツの統一に求めiあらゆる角度

からこの統一と体系化を試み］るものである。そ

こで本橋では√今日の自己形成・自己教育をめ

ぐる国の政策ﾉ七国民の運動の基本的争点である

「生涯学習JT:「生涯スポーツ」の検討を通して，

先行する「学習権」理論と「スポーツ権」理論

の研究に学びながら，体育・スポーツにおける

学習権の権利性と内容を明かかにしたい。

　2.権利と＼しての生涯スポーツ

　ト(1)ユネス萍ﾚ『生涯教育１と今日の｢生涯学習｣

　今日の体育）＼スポーツ行政が唱える生涯スポ

ーツの基本的性格は，現在推進されている臨時

教育審議会(以下一臨教審)答申3)に基づく教育

改革の

のもの

涯スポ

ある「生涯学習論」と一体

ことは,卜同答申において｢生

か今後の体育・スポーツ政

策の中心として位置づけられていることからも

育政策や教育行政の中心目標とされるに至っ

た]サと言われるが，この｢生涯学習｣という言

葉のルーツは√↑9弱年の皿木スコ世界成人教育

推進国際会議で土ネスコ成人部長のポール・ラ

ングラン(Paul Lengrand)によって提唱され

た｢生涯教育｣ﾚ(Lifelong integrated education)
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であるとされている。この「生涯教育」は，日

本をはじめユネスコ加盟の世界各国によって支

持，採択されたが，島田修一は，日本における

その受容と展開においては基本的には二つの相

違する流れがあ･つたとする5）。そのひとつは，

「『情報化』『技術革新』『国際化』『高齢化』にみ

る激しい『社会変化』に対応することをねらい，

職業能力の不断の開発・養成と，安定的社会秩

序の確立と維持に向けての国民の『合意形成』

をめざす社会計画として活用され組織されてい

るもの」であり，もうひとつは，「これとは反対

にまさにいかなる『社会変化』に対しても主体

的に対応しうる力量こそが，現代には求められ

ており，そのために人々が自主的に組織する学

習・文化活動が，生涯にわたる権利として保障

されるべきである」ことを主張し実現しようと

するものである。ここで言う前者の「生涯教育」

こそが,その言葉が日本に導入されて以来,1971

年４月の社会教育審議会答申「急激な社会構造

の変化に対処する社会教育のあり方について」，

同年６月の中央教育審議会答申「今後における

学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施

策について」,そして1981年６月の中央教育審議

会答申「生涯教育について」を経て, 1985年６

月以降の臨教審答申へ結実する今日のわが国の

政策としての「生涯教育」＝「生涯学習よである。

それはさらに，現在，「生涯学習の基盤整備」を

中心議題として1989年４月に再開された中央教

育審議会によって受け継がれている。

　21世紀社会のため教育を掲げ「生涯学習体系

への移行」を柱とする臨教審答申の「生涯学習」

の基本的性格・内容については，すでに多くの

研究者が分析･検討しているように6），そのねら

いはご労働力政策,産業政策から発したもの」7）

であり, (1)情報化･国際化と言われる今後の社

会に必要な労働力＝職業能力の開発・育成とそ

の安定的供給,(2)受益者負担論を基調とする公

教育の費用削減と民営化＝=公教育の自由競争市

場への解放,(3)学校や社会におけるあらゆる教

育を通しての国民のイデオロギー的・国家主義

的統合，などにあるとされる。この様な目的の

もとに推進されている今日の日本の教育政策と

71

しての「生涯学習（教育）」に対して，ユネスコ

「生涯教育」が真に意図したものは何だったので

あろうか。

　「生涯教育」を提唱したラングランは，その

後,「生涯教育のルーツはフランス国民のナチズ

ムに対するレジスタンスにあった」8）と述べて

いるが,そのことからラングランが意図した「生

涯教育」は，まさに「自己形成と人間解放の武

器」9）としての「生涯教育」だったことが推察で

きる。この理念と思想を継承してさらに発展さ

せたのが，ラングランの後を受けてユネスコ成

人教育部長となったエットーレ・ジェルピ

(Ettore Gelpi)である。彼は，「生涯教育は，生

産性の向上や従属の教化のためにとり入れら

れ，結果的に既成秩序の強化の具と終わる危険

を内包している。だが反面，それとは異なった

道を選択することによって，労働や余暇のなか

や社会生活や愛情に支えられた家庭生活の中

で，人々を抑圧しているものに対する闘争に関

わっていく力ともなりうるのである」1o）と述べ，

これからの社会に必要な労働力の育成でもなけ

れば，変化してゆく社会に適応しそれに従順な

国民の育成でもなく，社会を変革し発展させて

いく国民の育成こそが「生涯教育」の本質であ

ることを示唆している。

　このジェルピが示した対立点は,「国民の生涯

にわたる学習の権利の保障を，教育の主体が国

民であるという原則のもとに，国民が，制度の

民主化や創出，内容や方法の創造，学習文化活

動の組織化のすべての面において，『参加』をと

おして『自治』的に『創造』していくすじ道で

実現していくのか，それとも『急激な変化』の

もとで不断に摂取すべき情報を選択してもら

い，その活用方法を教わりつつ『適応』をなし

とげていく『創造的安定社会』の一分子となる

道を選ぶか］11）を我々に鋭く問いかけている。

「生涯教育」が初めて提唱されたとき，「その内

容は必ずしも厳密な概念規程をともなって提示

されたわけではなく，提案者自身がくりかえし

言っていたように，それはまさにアイデア（観

念･着想･理念）にすぎなかった」12）こともあっ

て，各国，各関係者の多様な受容と解釈がなさ
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れたとされるが，-一一一一それが故に，その後の展

開において採択各国の教育・文化政策やF生涯

教育」に関する理解の水準が露呈したといえる

のだが一日本の教育政策は，その当初からユ

ネスコの「生涯教育」の本質を理解せず，そし

てその後の「生涯教育」の理念や理論の発展を

評価，継承しているとは言い難い。

　（2）政策としての生涯スポーツの問題点　二

　日本における「生涯スポーツ」の源流は，遡

行すれば先の「生涯学習」と同様にユネスコ「生

涯教育」であるが, 1970年代前半の頃は「生涯

体育」と呼ばれており,イ昭和46年に社会教育審

議会が，社会教育の基本的な構想として『生涯

教育』(life time education)という考えを打ち

出してから，体育界でもこれにヒントをえて，

『生涯体育』というタームが使われだした」13）と

言われているように，直接的には前述した1971

年の社会教育審議会の答申によるものであろ

う。そしてその直後に出された保健体育審議会

の中間答申において「生涯体育」という言葉が

政策として初めて登場したのだが，その後に生

涯スポーツ」と言われるようになり，現在では

それが定着している。

　さて，政策としての今日の生涯スポーツの基

本的性格・論理は，前述の「生涯学習」と同じ

であると考えてよいが，ここでは，体育・スポ

ーツ固有の問題と関わってその内容・特徴と問

題点を具体的に検討してみたい。

　今日の生涯スポーツの到達点を端的に示して

いるのが，臨教審第三次答申(1987年４月）の

第４章（スポーツと教育ヤ）の内容であろう。こ

の章は, (1)生涯スポーツの推進, (2)競技スポ

ーツの向上,(3)スポーツ医･科学の研究の推進，

（4）スポーツ振興推進懇談会の設置等,の四つの

柱で構成され七おり，その中でも「生涯スポー

ツの推進」は今後の体育・スポーツ政策の中心

に位置づけられているが，まず，この臨教審「生

涯スポーツ論」におけるスポーツ観，スポーツ

把握（理解）の問題点を整理しておきたい。

　まず第一に指摘しなければならないのは,「ス

ポーツ活動（レクリエーション活動を含む）は

人間のもつ文化財であり，かつ健康・体力の維

持・増進だけでなく，その教育的機能も含めて

人間の一生に欠くことのできない基本的欲求の

一つと考えら……万れj･る土と述ぺているように，スポ

ーツを人間のプ欲求”の一つであるとしか捉え

ていない点である。この点は，生涯スポーツを

国民のスポーツ欲求に対する国家の恩恵的な政

策であると捉えるのか，それとも，国民の基本

的な権利とです捉え/るのかとﾆいう生涯スポーツ

における基本的な理解とかかわっている。

　第二に，［スポーツは,他者とは公正な競争で

あり，味方どの関係においては協同であり，し

たがってル］ルを守り，役割を分担して成立す

る。この様な資質を養うことはスポーツ活動の

みがもつ機能ではないが，この点でスポーツ活

動は重要な役割をもっており｡，こうして得られ

た資質は，他の社会生活に方好ましい影響を与

えるものであ/る」として，スポーツの競争性や

公平性を国民の道徳的函養の手段として位置づ

けている点である。これを,寸徳･知･体」の調

和ある発育の重要性という,奇妙な教育論を掲げ

た第一次答申:=/1･とj万併ｻﾞ恬て,読む:とき，前節でも指摘

した安定的社会の秩序維持のための従順な人づ

くりにスポーツを利用しようとする意図がみら

れる。　　　　ト

犬第三に,レスレポーツの必要性:を説=く上で国民の

労働や生活について「高度成長の始まった昭和

三十年代半ばから今日までを振り返ってみる

と，科学技術の進展は日常生活の中の単純労働

を減らして余暇をもたらした反面，日常生活の

中にあった心身のトレーニング的要素をも激減

ざせ，都市化と進学競争の激化は子供だちから

　遊びと同時に仲間と共に生きる意識を減少させ

　た。さらに社会の機能分化や労働の分業化，高

白炭管理下jに伴卜精神的緊張が昂じていること，

高齢化社会の進展に佳い生涯にわたる自己実現

に対する意識は急速に高まっている」と分析し

ているが，そ:の認識の背景には二つの意図が隠

尚されているﾉと考友られるレそyの一つは，ス恭-

　ﾂに労働力の再生産的機能士心身のリフレッシ

　ュを持だせよすとしていることである。労働力

　の育成に直接結びつけるような以前の健康・体
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力論は，この様なかたちで姿を変え脈々と息づ

いているのである。もう一つは，今日の労働・

教育・生活が国民や子供の中に生み出す諸矛盾

の解消を体育・スポーツに期待しているという

ことである。国民の懐柔を図る文化政策の一環

としてスポーツを位置づけているのである。 １

　次に，「生涯スポーツ」推進の方策における問

題点を見てみたい。まず一つには，学校体育の

問題について「生涯スポーツ，スポーツの生活

化の観点から，学校体育の内容を見直す」とし

て，「この際，学校においては，基礎体力，基礎

的運動能力の向上を図るとともに，学校生活を

終えて社会に出た後においても，継続してスポ

ーツを楽しむことのできる技能や態度などの育

成を図ることについて配慮する」と提言するが，

依然として体力主義と態度主義を克服していな

い点である。ここでは，子供たちが将来にわた

って真にスポーツを享受できるためにはどの様

な能力が必要でいかにすればそのことが可能か

という能力論,学力論,発達論が欠落しており，

学校体育と社会体育の安易で形式的な継続性，

結合を説ぐにとどまっている。

　二つには，学校体育の社会体育への従属，と

りわけ学校体育施設の地域社会への従属的開放

とも言うべきことが推奨されている点である。

それは，「運動場･体育館など学校のスポーツ施

設等については，さらに積極的に充実を図って

いくとともに，地域社会の共同の施設であると

の観点から，その整備・利用のあり方を検討す

る」と述べ，さらには「これらの施設について

は，一般住民の利用に供するため時間帯別利用

が円滑に行われるよう，施設管理責任の在り方

のほか，その建築についても工夫する」と述べ

ていることからも明かである。本来，学校体育

施設も地域のスポーツ施設もそれぞれの固有の

目的のもとに利用・建設されるべきものである

にもかかわらず，学校体育施設を地域住民が利

用することを前提にその整備・管理・建築を考

えよということは，結局，地域における公共ス

ポーツ施設の充実が遅々として進まない現段階

においては，その施設不足の解決を学校施設の

開放という安易で安価な方向で片付けようとし
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ていると言われても仕方ないであろう。

　そして三つには,｢民間のスポーツ施設の整備

を推進するため，国・地方公共団体は民間のス

ポーツ施設の維持・整備や空地等の開放につい

て，税制上の優遇措置などを含め必要な支援措

置を積極的に検討する｣として，スポーツ産業

資本への援助を積極的に推進しようとしている

点である。これは，スポーツを利潤追求の手段

とするスポーツの商業主義的利用を公然と国や

地方公共団体が推進するということであり，公

共スポーツ施設の不足・不備と相まって，地域

住民に一層の受益者負担を強いるものとなるで

あろう。

　以上見てきたように,今日の政策としての｢生

涯スポーツ｣は，単に｢生涯の各時期，各分野

において，必要に応じて，いつでも学べるよう

な多様なスポーツ活動の学習機会の保障とその

ための環境整備を意味する少)というようなも

のではなく，｢①スポーツによる身体形成的価

値・機能による労働力・軍事力の確保，②競技

主義による対抗意識を利用した国家主義や民族

主義の強調や，感情の統合機能によるイデオロ

ギー教化という二つの意図｣16)を基調としなが

ら，スポーツというものが国民の権利かそれと

も政策の慈恵かレスポーツによる体制への順応

かそれともその変革か，さらにはスポーツを商

業資本の餌食とするのかそれとも公共の福祉と

するのかなど，今日の政治，経済，労働や生活，

教育や文化をめぐる基本的な対立点や矛盾を内

包して実体化しているのである。

　(3)生涯スポーツの主体者の育成と学習権

　ところで，｢スポーツ政策という概念は，スポ

ーツと政治権力の関与を前提とした公的施策を

意味するものデ)であり，スポーツ政策は,｢国民

要求の高揚と自覚的運動の前進に対して,『保護

と慈恵』の妥協を余儀なくされつつも，総資本

の意志と支配を貫くものとして実体化され，機

能する｣18)とされるが，ここで重要なことは，国

民の要求と自覚的運動がスポーツ政策に関与し

うるということであり，それこそがスポーツ政

策の根本的転換を可能にするということであ
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る。すなわち，政策としての丁生涯スポーツ」

を国民のための「生涯スポーツ」に転換するた

めには，国民のスポーツ要求の質的向上と組織

化，それに基づくスポーツ運動の発展が不可欠

であり，その際には冒頭でも述べたように，そ

れを担う主体者の力量とその育成こそが重要と

なるのである。その意味で,し国民の「生涯スポ

ーツ」は，その主体者の形成とそれを可能にす

る学習の論理とシステムを内包していなければ

ならず，そこに，「学習権」を「生涯スポーツ」

の中心に位置づけなければならない客観的な必

然性がある。

　学習者自身の能動的な学習を意味する「自己

決定学習」(self-directed learning)を生涯教育

の中核に位置づけるジェルピは，次のように述

べている汗諸集団や諸個人による自己決定学習

は，あらゆる抑圧的な力にとって脅威となる。

したがって，我々が重視しなければならないの

は，この自己一志向性であるノ…中略…社会的，

道徳的，美的，政治的事件の引きおこす根底的

な変化は,しばしば自己決定学習の産物であり，

このような自己決定学習は，外圧的な圧力が加

わってできた教育メッセージと対立するもので

あるド）と。また1985年３月に第４回ユネスコ国

際成人教育会議で採択された「学習権宣言」2o）

は，「学習権とは，読み，書く権利であり，質問

し，分析する権利であり，想像し，創造する権

利であり，自分自身の世界を読みとり，歴史を

つづる権利であり，教育の手だて(resources)

を得る権利であり，個人および集団の力量を発

達させる権利である］と宣言して，「学習権は，

経済発展のたんなる手段ではない。それは基本

的権利の一つとして認められなければならな

い。学習行為は，あらゆる教育活動の中心に位

置づけられ，人間行為を出来事のなすがままに

される客体から，自分自身の歴史を創造する主

体に変えていくものである」として，「学習権」

の承認とともに「学習」を人間の発達と社会の

発展の統一において，そしてその基底的契機と

して捉えている。すなわち，これらの意味する

ことは，国民自らの主体的な学習とその組織化

こそが社会や文化の変革と創造の主人公，主体

者へと国民を導くjのだということであり，よっ

て，スポーツの民主的・科学的発展としての国

民の「生涯スポーツ」においてもその原理が貫

徹しなければならず,/その主体者の育成は，体

育･ズポ=ニツの「学習権」を保障しその「学習」

をどの様に進めるかにかかっていると言わなけ

ればな弓々jい。………　　……

　３．スポーツ権と学習権

　出目本のスポーツ権研究と学習権

　1978年のユネスコ第20回総会は，「体育･スポ

ヤツの実践はすべすの人にしと〉つて基本的権利で

ある」（第１条）とする「体育･スポーツ国際憲

章」21）を=採択し，大筒のスポ十ツをする権利＝

「スポニヤ権」:を世界に向けて高らかに宣言し

た。本憲章は，体育・スポーツの教育的価値だ

けではなﾉく，競技スポーツにおける商業的利害

の排除4ﾀﾞ:j=j搾i導者の資格と養成↓施設の整備・充

実，体育･スポーツの科学的研究の推進，国家

的組織とスポーツ組織の関係，スポーツと平和

の問題なﾉ仏国民jのスポーツ権を保障してスポ

ーツの民主的で科学的な発展を図るための実に

包括的で豊富な内容を有している。しかしその

中で仏くその第1･｡条第ｉ項jにおいて「すべての

人は，その人格の十分な発達のために不可欠な

体育・スポーツノの機会についての基本的権利を

持つ。体育･スポニヅを通じて，身体的，知的，

道徳的能力を仲ばす自由は,〉教育制度及び社会

生活の他の側面に牡いても保障察れなければな

らない」……･とされレまた第２条では「体育・スポ

ーツは，全教育制度め中で生涯教育の不可欠の

要素を構成する上土規定されているように，ス

ポーツの教育的価値と生涯教育におけるその必

須性が強調されでいる。このことは，人間の全

面発達においてスノポヤツが不可欠であることを

意味するﾉと同時に√国民の「スポーツ権」の保

障とその内実を豊かにしていくためには，体

育・スポサツにおける学習の保障＝「学習権」

の保障が不可欠であ=ることを示唆していると言

える。これに先立ち, 1975年のヨーロッパ・ス

ポーツ担当大匝会議において採択された「みん
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なのスポーツ憲章｣22)においても，｢すべての個

人は，スポーツを行う権利を持づ上(第１条)と

規定したのに続き,｢人間の発育発達に重要なフ

ァクターであるスポごツを促進するため，公共

機関の適切な援助が行われなければならない｣

(第２条)として，｢スポーツ権｣の中核に発育

と発達の権利＝｢学習権｣を位置づけている。

　以上のようなスポーツ権の国際的動向に対し

て，わが国ではすでに, 1963年に故丹下保夫が

｢スポーツをすることは国民め権利とも考えな

ければならない｣23)と主張し, 1965年には，自主

的・大衆的スポーツ組織である新日本体育連盟

がその結成にあたり，｢体育･スポーツが小数の

人の独占物であった時代は過ぎました。それは

万人の権利でなければなりません。｣と宣言して

国民のスポーツ権の実現を目指しその歩みを始

めた。その後，スポーツ権に関する理論的研究

も進められ, 1970年代後半頃は，先のスポーツ

権の国際的承認の動向に啓発されたこともあっ

て急速に深化したものの, 1980年初頭以降，全

体としては沈静化の傾向にあると言える24)。

　内海25)はスポーツ権研究のこれまでの動向と

特徴として, (1)1970年代に集中している, (2)

体育・スポーツ研究と法学との関係，法律関係

者の参加と貢献, (3)スポーツ権，特に社会権

としてのそれの一般化,の三つをあげているが，

内容的には,スポーツ権は,①スポーツの享受･

学習の自由と権利，②スポーツ組織の結社・自

治の権利，③スポーツ条件の整備･請求の権利，

の三つに整理できるであろう26)。また研究の視

角や枠組みという点からすると，内海が指摘す

る第三の点の社会権としてのスポーツ権の研究

をはじめ，スポーツ権とスポーツ運動との関係

に関する実践的な研究，自由権と社会権との区

別と関連からのスポーツ権の権利性の研究，ス

＼ポーツ権の法的根拠に関する研究，労働権・健

康権・人格権等の他の人権との関連と統一に関

する研究など,多様な論究が展開されているが，

学習権としてのスポニツ，あるいはスポーツ権

と学習(権)の関連という視点から論究したも

のはあまり多くない。　　　　二　　　　　十

　尚それは何故であろうか。伊藤高弘27)は日本の
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スポーツの特殊性について,｢スポーツは本来的

に私事の範暗におかれる性質のものであって，

愛好者が施設などの条件を確保し，干渉・妨害

とたたかいつつスポーツの自由を擁護してき

た｣西欧型に対して，日本においては寸私事と

しての,スポーツの自由の擁護のために,干渉･

妨害を排除するというよりも，国民のスポーツ

運動の高揚一社会化されたスポーヅ要求実現

のため，施設を公開・増設させっつ，同時に干

渉・妨害を排除し，このことが即スポーツの私

事性の擁護となる特殊日本型の要求・運動が進

行する複雑な現実がある｣と指摘する。すなわ

ち，上述のような特殊日本的な制約にあって,レ

スポーツ権を自覚しその実現を目指そうとする

とき√スポーツ活動を成立させる最も基底的条

件であるスポーツ施設の整備・充実を国家に要

求する権利＝社会権を理論的にも実践的にも第

一義的に追求ぜるを得なかったのであり，また

同時に，｢自由権的な展開の充分な成熟をまた

ず√一気に社会権的展開へすすもうとしてい

る｣28)現状において,未成熟な自由権の解明や社

会権との関連，要求や実践の基盤としてのそれ

らの法的根拠などの究明がまずもって必要であ

っだのではないかと推察される。そのような制

約が，これまでのスポーツ権研究におい七学習

権の位置づけが弱かった一因と考えられる。勿

論，これらの課題は今日に至っでもなお一層重

要になってきているが，これまで明らかにして

きたように，国民の権利を保障する諸運動の発

展は学習によるぞの運動の担い手の育成と成熟

の度合を契機としており，学習を通してこそそ

の持総注と強固さを堅持できるのである。よう

て，繰り返し言うように｢『国民のスポ←ツ権』

論は,主体形成と学習の論理を内包する理論尹)

でなければならず，スポーツ権の実現を＼目指す

国民のスポーツ運動は,｢国民大衆の側から国家

にたいしてスポこツ要求の実現をせまる運動，

すなわち国民大衆のスポこｰﾂ要求を組織し√そ

れを社会的基本権として国家に保障させる運

動｣3o)としてだけでなく，スポーツ運動の主体の

育成とそのための学習を推し進める自己教育

(自己決定学習)運動としての性格とシステムを
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教育を受ける権利という側面の二重性において

捉えることが大切であるとした。さらに，「体育

の授業では，運動文化を学習する過程七人間形

成の過程とが同時的にすすめられている」とし

て，学習と人格形成の権利の授業レペルでの統

一を示唆している。　十　　　　　　　　ト

　唐木の教科論，授業論的な振り下げの必要性

を踏まえながら，子供の身体・生命の「安全」

という観点からの教育（学習）の条件整備を重

視したのが演野古生である。涜野34）は,教育を受

ける権利（字習権）は，「国家による経済的･社

会政策的な保障にとどまらず，良好な条件のも＼

とでの良い教育によって，人格の発展や人間的

発達を保障される権利を内包している」として，

故に「人格の発展や人間的発達の絶対的な前提

条件となる生命・身体の安全が保障されなけれ

ばならぬことは自明のことであり，そこから一

般的な外的条件整備を要求する権利」が生じ，

教科体育や必修クラブ・課外の部活動に対して

「量的･質的にも充分な教師の配置と，施設･設ヽ

備・用具が提供されなければならない」と指摘

する。そしてその点について「現時点において

体育学のなすべき役割は，やはり体育条理（法）

の素材となり，最終的には国費の支出を義務づ

けなければならない筈の，子供の成長・発速度

を考慮しつつ，その中に教師の人数も含む勤務

条件をもあわせた,子供の教育を受ける権利（学

習権）を保障する条件整備の基草案を大胆に示

すことであるまいか尹）と体育学に奮起を促し

具体的な提起をした。さらにこのことは，地域

社会の領域でも検討されなければならない七し

た。

　さてこれまでの論究を整理すると，体育・ス

ポーツの学習権の権利内容は√まずもってスポ

ーツの文化的特質（本質）と構造に規定され,ト

ぞめ権利内容は客観的な学習内容を構成する主

要な要素でもある技術性，組織性，社会性の三

つの内容に整理される。すなわちそれ=ら＼は。ス

ポー¬ツ技術習得の権利（スポーツをする自由を

含む），スポーツ集団･組織の自治の権利（結社

の自由を含む），スポーツ条件の整備･充実を要

求する権利である。そのことは,「学習権概念は，
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｢教育を受ける権利｣を教育め機会均等の保障と

いう『経済的・社会政策的』∧把握から，学習主

体本位の教育の質や内容への権利として『文化

的j･ j教育人権的』に把握されなければならなし

い｣36)との観点か･らも，第一義的な要件であろ

う。　　　　　　ト　　　　　　　　　十〉　十　し

　次に確認しておかなければならないことは，

唐木も言うように，体育･スポー¬ツの学習にお

廿る学習権は，今の今,＼刻々と保障されなけれ

ばならない権利であると同時に，将来のスポー

ツの主体者として保障されなければならない権/

利という二つの側面を持っており，子供の現在

と未来の統一のうちに発達権的に捉えなければ

ならないということである。とりわけ，｢発達の

可能態としての子供にとって,□学習の権利は欠

くごとができず，それが満たされなければ，そ

の子の現在と未来を通しての,Iその他の人権も

空虚なものになるという意味で，発達・学習の･

権利は，基本的人権の中でも基底的な権利であ

る岬)という点で,将来の主体者としての権利と

いうものが重視されなければならず，それは子

　どもの学習権の権利性の本質をなすものであ

　る○　　　　　　　　　　　■･　・　■　■　■　　　　　　■

　さらに学習(教育)=の条件整備と学習権との

関係についてであるが,教育の条件整備とは｢教

育目的(学習権の保障･人格の完成＝７全面発達)

を遂行するのに必要な物的・人的な諸条件を整

備すること｣38)であると言われ,教育基本法第10

条に明記されているように｢教育の諸条件を整

備することは，教育行政の固有の任務・責務で

あるとともに，この整備にあたって，教育への

不当な支配を排除しなければならず，国民全体

に対し直接責任を負って行われることを保障し

なければならない｣39)とされている。そして,｢父

母集団はたしかに，子どもたちめ教育を受ける

権利卒=学習権に代位して，学校に教育要求を出

していく人権的根拠を有しでいると言えよう。

学校に対する積極的な教育要求や条件整備要求

については，まさしくその社会権的根拠が重要

であろう｣4o)と指摘されるように，この教育条件

の整備を教育行政に対して要求していく権利

　は，それを直接行使することのできない"未熟
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